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児
童
福
祉
法
三
四
条
一
項
六
号
に
い
う
「
淫
行
」
を
「
さ
せ
る
行
為
」
の
意
義
が
問
題
と
な
っ
た
事
例

髙　
　

良　
　

幸　
　

哉

　
【
事
案
の
概
要
】

　

被
告
人
は
、
事
件
当
時
福
岡
県
立
高
校
の
常
勤
講
師
で
あ
り
、
同
校
の
生
徒
で
あ
る
当
時
一
六
歳
の
被
害
児
童
を
一
八
歳
未
満
で
あ
る
と
知
り
な
が
ら
、

平
成
二
四
年
一
一
月
一
八
日
と
同
年
一
二
月
二
四
日
の
二
度
に
わ
た
り
同
児
童
を
し
て
自
身
を
相
手
に
性
交
を
さ
せ
、
も
っ
て
児
童
福
祉
法
三
四
条
一
項

六
号
に
い
う
児
童
に
「
淫
行
」
を
「
さ
せ
る
行
為
」
を
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

第
一
審
の
福
岡
地
飯
塚
支
判
平
成
二
六
年
五
月
一
九
日
（
刑
集
七
〇
巻
五
号
三
六
九
頁
に
て
掲
載
）
は
、
児
童
福
祉
法
三
四
条
一
項
六
号
の
「
淫
行
」

と
は
、
性
道
徳
上
非
難
す
べ
き
男
女
間
の
性
交
又
は
こ
れ
に
準
ず
べ
き
性
交
類
似
行
為
を
指
す
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
こ
ろ
、「
男
女
間
の
性
交
が
、
性
道

〔
最
（
一
）
決
平
成
二
八
年
六
月
二
一
日
／
平
成
二
六
年
（
あ
）
第
一
五
四
六
号
／
児
童
福
祉
法
違
反
被
告
事

件
／
刑
集
七
〇
巻
五
号
三
六
九
頁
／
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
／
裁
時
一
六
五
四
号
八
頁
〕



一
八
〇

徳
上
非
難
す
べ
き
も
の
に
当
た
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
当
該
性
交
が
児
童
の
心
身
に
与
え
る
有
害
性
の
大
き
さ
を
、
そ
の
動
機
・
目
的
、
態
様
及
び
結

果
等
に
照
ら
し
、
全
体
的
に
観
察
し
て
判
断
す
べ
き
で
あ
る
」
と
し
、
男
女
の
性
交
は
、「
成
長
途
上
に
あ
る
児
童
の
心
身
に
対
し
て
悪
影
響
を
及
ぼ
し
や

す
く
、
そ
の
回
復
も
困
難
と
な
り
が
ち
で
あ
り
、
ま
た
、
児
童
の
身
体
が
性
的
欲
望
の
は
け
口
と
し
て
利
用
さ
れ
る
際
の
最
た
る
も
の
」
で
あ
っ
て
、「
淫

行
」
に
当
た
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
被
告
人
の
高
校
に
お
け
る
講
師
と
い
う
地
位
、
児
童
と
の
関
係
に
鑑
み
、
本
件
公
訴
事
実
記
載
の
各
性
交
を
、
被
告

人
が
「
被
害
児
童
に
対
し
て
事
実
上
の
影
響
力
を
及
ぼ
し
て
淫
行
す
る
よ
う
に
働
き
か
け
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
の
評
価
を
免
れ
な
い
」
と
し
て
、
本
件

被
告
人
の
行
為
を
児
童
福
祉
法
三
四
条
一
項
六
号
に
い
う
「
淫
行
」
を
「
さ
せ
る
行
為
」
に
当
た
る
と
し
た
。

　

ま
た
、
原
審
の
福
岡
高
判
平
成
二
六
年
九
月
一
九
日
高
速
平
成
二
六
年
号
一
六
八
頁
は
、
第
一
審
の
判
断
を
是
認
し
、
本
件
性
交
が
被
告
人
と
Ａ
の
交

際
中
に
な
さ
れ
た
も
の
と
み
る
余
地
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
交
際
が
真

か
つ
社
会
的
に
相
当
な
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
、
本
件
性
交
は
「
淫
行
」

に
当
た
り
、
高
校
の
講
師
と
生
徒
と
い
う
関
係
等
か
ら
す
る
と
、
本
件
性
交
は
「
被
告
人
が
事
実
上
の
影
響
力
を
及
ぼ
し
て
淫
行
を
働
き
か
け
た
も
の
」

と
い
え
る
と
し
た
。

　

以
上
の
判
決
の
下
、
被
告
人
が
上
告
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
【
決
定
要
旨
】

　

本
件
最
高
裁
は
原
審
判
断
を
結
論
と
し
て
是
認
し
、「
淫
行
」
を
「
さ
せ
る
行
為
」
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
職
権
で
判
断
し
た
。

　

児
童
福
祉
法
三
四
条
一
項
六
号
に
い
う
「
淫
行
」
と
は
、
同
法
の
趣
旨
（
同
法
一
条
一
項
）
に
照
ら
し
、「
児
童
の
心
身
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お

そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
性
交
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
性
交
類
似
行
為
」
で
あ
っ
て
、「
児
童
を
単
に
自
己
の
性
的
欲
望
を
満
足
さ
せ
る
た
め
の
対
象
と
し

て
扱
っ
て
い
る
と
し
か
認
め
ら
れ
な
い
よ
う
な
者
を
相
手
と
す
る
性
交
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
性
交
類
似
行
為
」
は
、
同
号
に
い
う
「
淫
行
」
に
含
ま
れ
る
。

ま
た
、
同
号
に
い
う
「
さ
せ
る
行
為
」
と
は
、「
直
接
た
る
と
間
接
た
る
と
を
問
わ
ず
児
童
に
対
し
て
事
実
上
の
影
響
力
を
及
ぼ
し
て
児
童
が
淫
行
を
な
す

こ
と
を
助
長
し
促
進
す
る
行
為
を
い
」
う
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
行
為
に
当
た
る
か
否
か
は
、「
行
為
者
と
児
童
の
関
係
、
助
長
・
促
進
行
為
の
内
容
及
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び
児
童
の
意
思
決
定
に
対
す
る
影
響
の
程
度
、
淫
行
の
内
容
及
び
淫
行
に
至
る
動
機
・
経
緯
、
児
童
の
年
齢
、
そ
の
他
当
該
児
童
の
置
か
れ
て
い
た
具
体

的
状
況
を
総
合
考
慮
し
て
判
断
す
る
の
が
相
当
」
で
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
本
件
各
性
交
は
、
当
時
一
六
歳
の
被
害
児
童
を
「
単
に
自
己
の
性
的
欲
望

を
満
足
さ
せ
る
た
め
の
対
象
と
し
て
扱
っ
て
い
る
と
し
か
認
め
ら
れ
な
い
よ
う
な
者
を
相
手
と
す
る
性
交
」
で
あ
り
、
同
児
童
が
通
う
高
等
学
校
の
常
勤

講
師
で
あ
る
被
告
人
は
、
校
内
の
場
所
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
同
児
童
と
の
性
的
接
触
を
開
始
し
、
ほ
ど
な
く
同
児
童
と
共
に
ホ
テ
ル
に
入
室
し
て
性
交

に
及
ん
で
い
る
と
い
っ
た
事
実
関
係
の
下
で
は
、「
被
告
人
は
、
単
に
同
児
童
の
淫
行
の
相
手
方
と
な
っ
た
に
と
ど
ま
ら
ず
、
同
児
童
に
対
し
て
事
実
上
の

影
響
力
を
及
ぼ
し
て
同
児
童
が
淫
行
を
な
す
こ
と
を
助
長
し
促
進
す
る
行
為
を
し
た
」
と
認
め
ら
れ
る
。
被
告
人
の
行
為
は
、
同
号
に
い
う
「
児
童
に
淫

行
を
さ
せ
る
行
為
」
に
当
た
り
、
同
号
違
反
の
罪
の
成
立
を
認
め
た
原
判
断
は
、
結
論
に
お
い
て
正
当
で
あ
る
。

　
【
研　

究
】

　

一　

問
題
の
所
在

　

本
件）1
（

は
、
当
時
県
立
高
校
の
常
勤
講
師
で
あ
っ
た
被
告
人
が
、
同
校
に
通
う
当
時
一
六
歳
で
あ
っ
た
児
童
と
、
当
該
児
童
が
一
八
歳
未

満
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
性
交
を
行
っ
た
事
案
で
あ
り
、
本
件
二
度
に
わ
た
る
性
交
が
児
童
に
「
淫
行
」
を
「
さ
せ
る
行
為
」
に
当

た
る
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
件
に
お
い
て
は
、
本
件
性
交
が
「
淫
行
」
に
当
た
る
か
と
い
う
児
童
福
祉
法
三
四
条
一
項
六
号
に
い
う

「
淫
行
」
の
意
義
が
問
題
と
な
る
。
ま
た
、
児
童
福
祉
法
三
四
条
一
項
六
号
は
「
淫
行
」
そ
の
も
の
を
実
行
行
為
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、

「
淫
行
」
を
「
さ
せ
る
行
為
」
を
規
定
す
る
条
文
で
あ
る
と
こ
ろ
、
本
件
被
害
児
童
が
性
交
し
た
相
手
方
が
被
告
人
自
身
で
あ
り
、
自
身

を
相
手
方
と
し
て
性
交
さ
せ
る
行
為
が
「
淫
行
」
で
は
な
く
「
淫
行
を
さ
せ
る
行
為
」
に
当
た
る
か
、
ま
た
、
い
か
な
る
場
合
に
「
さ
せ

る
行
為
」
と
い
い
う
る
の
か
、
そ
の
意
義
と
判
断
基
準
が
問
題
と
な
る
。



一
八
二

　

二　
「
淫
行
」
の
意
義

　

児
童
福
祉
法
三
四
条
一
項
は
い
わ
ゆ
る
児
童
淫
行
罪
に
つ
い
て
規
定
す
る
が
、
こ
こ
に
い
う
「
淫
行
」
の
定
義
に
つ
い
て
は
従
来
「
性

道
徳
上
非
難
に
値
す
る
性
交
ま
た
は
性
交
類
似
行
為
」
と
さ
れ）2
（

、
本
条
に
お
け
る
「
淫
行
」
は
、
児
童
の
特
性
や
情
操
を
傷
つ
け
、
そ
の

健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
程
度
が
著
し
く
高
い
も
の
で
あ
る）3
（

。
児
童
福
祉
法
一
条
一
項
に
お
け
る
「
児
童
が
心
身
と
も
に
健
や
か
に
生
ま

れ
、
且
つ
、
育
成
さ
れ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
文
言
に
鑑
み
て
、
本
法
の
保
護
法
益
を
児
童
の
心
身
の
「
健
全
な
育

成
」
や
「
健
全
な
成
長
」
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
本
法
に
お
け
る
「
淫
行
」
は
性
交
・
性
交
類
似
行
為
の
中
で
も
、
児
童
の
心
身

の
「
健
全
な
成
長
」
を
阻
害
す
る
程
度
に
、
侵
害
性
が
強
度
な
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

な
お
「
淫
行
」
と
は
、
わ
い
せ
つ
よ
り
も
狭
い
概
念
で
あ
っ
て
、
男
女
間
の
性
交
に
限
ら
れ
る
と
す
る
見
解
が
見
ら
れ
る）4
（

。
こ
の
点
、

判
例
は
、
児
童
に
対
す
る
影
響
と
い
う
本
法
の
立
法
趣
旨
に
鑑
み
、
男
女
間
の
性
交
の
み
な
ら
ず
、
性
交
に
準
ず
る
性
交
類
似
行
為
に
つ

い
て
も
児
童
福
祉
法
三
四
条
一
項
六
号
の
「
淫
行
」
に
含
ま
れ
る
と
す
る
。
こ
れ
を
初
め
て
明
ら
か
に
し
た
最
決
昭
和
四
七
年
一
一
月
二

八
日
刑
集
二
六
巻
九
号
六
一
七
頁
（
以
下
最
決
昭
和
四
七
年
）
は
、
性
交
類
似
シ
ョ
ー
を
行
う
店
舗
を
経
営
す
る
被
告
人
が
、
児
童
ら
を
客

に
対
す
る
飲
食
物
の
提
供
、
接
待
等
の
業
務
に
従
事
さ
せ
、「
強
姦
」
を
模
し
た
「
強
姦
シ
ョ
ー
」
を
全
裸
で
な
さ
し
め
た
行
為
に
つ
き
、

性
交
に
準
ず
る
行
為
を
「
淫
行
」
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
他
、
最
決
平
成
一
〇
年
一
一
月
二
日
刑
集
五
二
巻
八
号
五
〇
五
頁
（
以
下

最
決
平
成
一
〇
年
）
は
、
中
学
校
の
教
師
で
あ
る
被
告
人
が
、
そ
の
立
場
を
利
用
し
て
、
児
童
で
あ
る
女
子
生
徒
に
対
し
自
慰
行
為
を
す

る
に
至
ら
せ
た
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
、
性
交
類
似
行
為
に
は
児
童
自
身
に
よ
る
自
慰
行
為
等
も
含
み
う
る
旨
判
示
し
て
い
る
。
最
決
昭

和
四
七
年
以
降
、
判
例
の
見
解
は
一
貫
し
て
お
り
、「
淫
行
」
に
性
交
類
似
行
為
を
含
む
か
に
つ
い
て
、
実
務
上
一
定
の
解
決
を
み
て
い

る
）
5
（

。
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「
淫
行
」
の
定
義
に
つ
い
て
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
の
「
淫
行
」
の
性
質
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。「
淫
行
」
の
性
質
に
つ
い
て
は
、
上

述
の
よ
う
に
「
性
道
徳
上
非
難
に
値
す
る
」
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
が
、
最
判
昭
和
六
〇
年
一
〇
月
二
三
日
刑
集
三
九
巻
六
号
四
一

三
頁
（
以
下
最
判
昭
和
六
〇
年
）
の
福
岡
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
事
件
に
お
い
て
、「
福
岡
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
一
〇
条
一
項
の
規

定
に
い
う
「
淫
行
」
と
は
、
広
く
青
少
年
に
対
す
る
性
行
為
一
般
を
い
う
も
の
と
解
す
べ
き
で
な
く
、
青
少
年
の
心
身
の
未
成
熟
に
乗
じ

た
不
当
な
手
段
に
よ
り
行
う
性
交
又
は
性
交
類
似
行
為
の
ほ
か
、
青
少
年
を
単
に
自
己
の
性
的
欲
望
を
満
足
さ
せ
る
た
め
の
対
象
と
し
て

扱
っ
て
い
る
と
し
か
認
め
ら
れ
な
い
よ
う
な
性
交
又
は
性
交
類
似
行
為
を
い
う
も
の
と
解
さ
れ
る
」
と
の
判
示
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ

で
は
、「
淫
行
」
の
可
罰
性
を
基
礎
づ
け
る
性
質
を
「
反
道
徳
性
」
に
求
め
る
の
で
は
な
く
、「
青
少
年
の
心
身
の
未
成
熟
に
乗
じ
た
不
当

な
手
段
」「
青
少
年
を
単
に
自
己
の
性
的
欲
望
を
満
足
さ
せ
る
た
め
の
対
象
と
し
て
扱
っ
て
い
る
と
し
か
認
め
ら
れ
な
い
」
と
い
っ
た
、

当
該
性
交
が
有
す
る
児
童
の
心
身
の
「
健
全
な
成
長
」
を
害
す
る
性
質
に
求
め
て
い
る）6
（

。

　

本
件
も
か
か
る
「
淫
行
」
の
定
義
を
踏
襲
す
る
。
そ
の
定
義
に
つ
い
て
、「
児
童
の
心
身
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
性
交
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
性
交
類
似
行
為
を
い
う
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
児
童
を
単
に
自
己
の
性
的
欲
望
を
満
足

さ
せ
る
た
め
の
対
象
と
し
て
扱
っ
て
い
る
と
し
か
認
め
ら
れ
な
い
よ
う
な
者
を
相
手
と
す
る
性
交
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
性
交
類
似
行
為
」

と
し
て
、「
児
童
の
心
身
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
」
か
否
か
と
い
う
基
準
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で

あ
る
。
な
お
、
学
説
お
よ
び
下
級
審
の
裁
判
例
に
お
い
て
は
「
淫
行
」
の
定
義
に
関
し
「
性
道
徳
上
非
難
す
る
に
値
す
る
男
女
間
の
性
交

ま
た
は
こ
れ
に
準
ず
べ
き
性
交
類
似
行
為
」
と
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
本
件
決
定
理
由
に
お
い
て
は
「
児
童
を
単
に
自
己
の
性
的
欲
望
を

満
足
さ
せ
る
た
め
の
対
象
と
し
て
扱
っ
て
い
る
」
場
合
と
い
う
最
判
昭
和
六
〇
年
と
同
様
の
文
言
を
用
い
て
い
る
。
こ
の
点
、
本
件
第
一

審
お
よ
び
原
審
が
「
性
道
徳
上
非
難
す
る
に
値
す
る
」
と
し
て
、「
性
道
徳
上
の
非
難
」
を
基
準
と
し
て
い
た
の
に
対
し
、
本
件
最
高
裁
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は
か
か
る
文
言
を
決
定
理
由
に
含
め
て
お
ら
ず
、
本
件
最
高
裁
と
一
審
お
よ
び
こ
れ
を
踏
襲
す
る
原
審
と
は
異
な
る
定
義
を
採
用
し
て
い

る
。「
性
道
徳
上
非
難
す
る
に
値
す
る
」
と
し
た
場
合
、「
淫
行
」
の
犯
意
が
不
明
確
と
な
る
恐
れ
が
あ
り）7
（

、
そ
の
た
め
、
本
件
最
高
裁
は

原
審
判
断
を
結
論
に
お
い
て
相
当
と
し
つ
つ
も
、
そ
の
理
由
づ
け
に
お
い
て
異
な
る
見
解
を
と
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る）8
（

。

　

そ
し
て
、「
淫
行
」
の
定
義
に
お
い
て
「
自
己
の
性
的
欲
望
を
満
足
さ
せ
る
た
め
の
対
象
と
し
て
扱
っ
て
い
る
」
と
い
う
点
に
つ
い
て

は
、
本
件
最
高
裁
は
特
に
理
由
を
述
べ
る
こ
と
な
く
原
判
決
が
是
認
す
る
第
一
審
判
決
が
認
定
し
た
事
実
に
基
づ
き
、
本
件
二
度
の
性
交

を
、「
被
害
児
童
（
当
時
一
六
歳
）
を
単
に
自
己
の
性
的
欲
望
を
満
足
さ
せ
る
た
め
の
対
象
と
し
て
扱
っ
て
い
る
と
し
か
認
め
ら
れ
な
い
よ

う
な
者
を
相
手
と
す
る
性
交
」
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
点
、
い
か
な
る
判
断
要
素
か
ら
か
か
る
性
交
を
「
淫
行
」
と
認
定
し
た
か
は
本
件

決
定
理
由
か
ら
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、「
当
時
に
お
け
る
両
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
年
齢
」、「
性
交
渉
に
至
る
経
緯
」、「
そ
の
他
両
者
間
の

付
合
い
の
態
様
等
」）
9
（

な
ど
の
諸
事
情
を
総
合
的
に
判
断
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

三　
「
淫
行
」
を
「
さ
せ
る
行
為
」
の
意
義

　
「
淫
行
」
を
「
さ
せ
る
」
と
い
う
文
言
の
定
義
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
本
件
最
高
裁
が
引
用
す
る
最
決
昭
和
四
〇
年
四
月
三
〇
日
家
月

一
七
巻
一
二
号
一
五
一
頁
は
、
置
屋
経
営
者
で
あ
っ
た
被
告
人
が
、
児
童
に
対
し
、
将
来
芸
妓
と
し
て
身
を
立
て
る
よ
う
勧
誘
助
長
し
た

と
い
う
事
案
に
お
い
て
、「
児
童
福
祉
法
第
三
四
条
第
一
項
第
六
号
の
児
童
に
淫
行
を
さ
せ
る
行
為
の
う
ち
に
は
、
直
接
た
る
と
間
接
た

る
と
を
問
わ
ず
児
童
に
対
し
て
事
実
上
の
影
響
力
を
及
ぼ
し
て
児
童
が
淫
行
を
な
す
こ
と
を
助
長
し
促
進
す
る
行
為
を
も
包
含
す
る
と
解

す
る
を
相
当
と
す
る
」
と
し
て
、
直
接
間
接
問
わ
ず
、
児
童
の
淫
行
を
助
長
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
東
京
高
判
平
成
八
年
一

〇
月
三
〇
日
高
刑
集
四
九
巻
三
号
四
三
四
頁
は
、
淫
行
を
「
さ
せ
る
行
為
」
と
は
、「
児
童
に
淫
行
を
強
制
す
る
行
為
の
み
な
ら
ず
、
児
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童
に
対
し
、
直
接
で
あ
る
と
間
接
で
あ
る
と
物
的
で
あ
る
と
精
神
的
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
事
実
上
の
影
響
力
を
及
ぼ
し
て
児
童
が
淫
行

す
る
こ
と
に
原
因
を
与
え
あ
る
い
は
こ
れ
を
助
長
す
る
行
為
を
も
包
含
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
」
と
し
て
お
り
、「
事
実
上
の
影
響
力
」

を
も
っ
て
、
児
童
に
対
し
「
淫
行
」
に
及
ぶ
よ
う
助
長
す
る
行
為
で
あ
る
と
し
、
そ
の
手
段
に
お
い
て
も
、
直
接
・
間
接
的
を
問
わ
な
い

と
す
る
。
か
か
る
事
案
の
上
告
審
で
あ
る
最
決
平
成
一
〇
年
は
特
に
理
由
を
述
べ
ず
原
審
判
断
を
是
認
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
原
審
と
同

様
の
「
事
実
上
の
影
響
力
」
の
有
無
を
判
断
基
底
に
お
く
見
解
に
立
つ
と
思
わ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
「
淫
行
」
を
「
さ
せ
る
行
為
」
に
つ
い
て
は
、「
淫
行
」
を
行
う
主
体
は
被
害
児
童
で
あ
る
が
、
そ
の
相
手
方
で
あ
る
性

交
・
性
交
類
似
行
為
の
客
体
は
そ
の
児
童
福
祉
法
三
四
条
一
項
六
号
の
文
言
か
ら
は
明
ら
か
で
は
な
く
、
文
言
上
は
「
淫
行
」
を
「
さ
せ

た
」
者
で
あ
る
行
為
者
本
人
と
第
三
者
の
双
方
を
含
む
の
か
、
第
三
者
に
限
定
さ
れ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
児
童
福
祉
法
三
四
条
一
項

の
児
童
淫
行
罪
に
つ
い
て
は
、「
淫
行
」
を
「
す
る
行
為
」
の
規
定
が
な
く
、
被
告
人
の
行
為
が
「
淫
行
」
の
範
囲
に
と
ど
ま
る
場
合
、

当
該
「
淫
行
」
は
本
条
の
構
成
要
件
に
該
当
し
な
い
こ
と
に
な
る）10
（

。

　

こ
の
点
、
下
級
審
に
お
い
て
は
、
児
童
に
「
淫
行
」
を
「
さ
せ
る
行
為
」
は
、
行
為
者
自
身
が
児
童
の
淫
行
の
相
手
方
と
な
っ
た
場
合

を
含
ま
な
い
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
東
京
高
判
昭
和
五
〇
年
三
月
一
〇
日
家
月
二
七
巻
一
二
号
七
六
頁
は
、「
児
童
福
祉
法

第
三
四
条
第
一
項
第
六
号
に
い
う
「
児
童
に
淫
行
を
さ
せ
る
行
為
」
に
は
、
自
己
が
直
接
児
童
と
淫
行
を
し
た
場
合
は
包
含
さ
れ
な
い
と

解
す
る
の
が
相
当
」
と
し
、「
淫
行
」
の
相
手
方
を
「
さ
せ
る
行
為
」
を
行
う
も
の
と
区
別
す
る
。
判
例
の
中
に
は
売
春
行
為
そ
れ
自
体

で
は
な
く
、
売
春）11
（

の
斡
旋
行
為
を
「
さ
せ
る
行
為
」
と
し
た
も
の
が
み
ら
れ）12
（

、
学
説
に
お
い
て
も
売
春
防
止
法
で
必
要
的
関
与
者
で
あ
る

売
春
の
相
手
方
が
処
罰
さ
れ
な
い
こ
と
と
同
様
に
考
え）13
（

、「
淫
行
」
の
相
手
方
は
不
処
罰
で
あ
る
と
す
る
も
の
も
存
す
る
。
し
か
し
、
児

童
福
祉
法
は
児
童
の
直
接
的
保
護
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
児
童
を
勧
誘
し
自
己
を
相
手
方
と
し
て
「
淫
行
」
を
さ
せ
る
者
は
児
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童
の
法
益
を
直
接
的
に
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
も
の
を
立
法
者
に
お
い
て
必
要
的
関
与
者
と
し
て
処
罰
の
対
象
か
ら

除
外
し
た
と
は
考
え
が
た
い）14
（

。

　

ま
た
、
児
童
福
祉
法
の
文
言
お
よ
び
、
法
の
趣
旨
に
立
ち
返
る
と
、
児
童
福
祉
法
三
四
条
一
項
六
号
に
お
い
て
は
、
文
言
上
「
淫
行
」

の
相
手
方
の
制
限
が
な
く
、
ま
た
、「
淫
行
」
の
相
手
方
が
第
三
者
で
あ
っ
て
も
、
行
為
者
自
身
で
あ
っ
て
も
、
児
童
の
心
身
に
与
え
る

影
響
に
は
変
わ
り
は
な
い
。
と
す
れ
ば
、「
淫
行
」
に
及
ん
だ
の
が
行
為
者
本
人
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
を
排
除
す
る
の
は
妥
当
で
は

な
い
と
い
え
よ
う
。
よ
っ
て
、「
淫
行
」
を
さ
せ
た
相
手
方
が
行
為
者
本
人
で
あ
る
場
合
も
児
童
福
祉
法
三
四
条
一
項
六
号
に
い
う
「
淫

行
」
を
「
さ
せ
る
行
為
」
に
該
当
し
う
る
。
た
だ
し
、
前
述
の
と
お
り
、
児
童
福
祉
法
三
四
条
一
項
の
罪
に
お
い
て
「
淫
行
」
そ
の
も
の

が
構
成
要
件
に
な
る
犯
罪
は
規
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
児
童
と
淫
行
の
相
手
方
と
な
っ
た
行
為
者
と
の
間
の
性
交
が
、
不
可
罰
な
「
淫
行
」

で
あ
る
の
か
三
四
条
一
項
六
号
に
い
う
「
淫
行
」
を
「
さ
せ
る
行
為
」
に
当
た
る
の
か
の
区
別
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
判
例
が

採
用
し
て
き
た
基
準
は
「
事
実
上
の
影
響
力
」
の
有
無
で
あ
っ
て
、
従
来
の
判
例
は
「
事
実
上
の
影
響
力
」
の
有
無
を
そ
の
判
断
規
定
に

置
き
つ
つ
も
、
何
を
も
っ
て
「
事
実
上
の
影
響
力
」
が
あ
る
と
す
る
か
の
基
準
に
つ
い
て
は
明
示
し
て
い
な
か
っ
た
。
最
決
平
成
一
〇
年

に
つ
い
て
も
、「
さ
せ
る
行
為
」
と
し
て
要
求
さ
れ
る
働
き
か
け
の
程
度
が
低
い
点
は
指
摘
さ
れ
て
い
た）15
（

。「
さ
せ
る
行
為
」
に
お
け
る
児

童
へ
の
働
き
か
け
を
軽
度
の
も
の
で
よ
い
と
し
た
場
合
、
行
為
者
自
身
を
相
手
方
と
し
た
「
淫
行
」
も
児
童
福
祉
法
一
項
六
号
に
該
当
し

う
る
と
す
れ
ば
、
不
可
罰
的
な
「
淫
行
」
と
可
罰
的
な
「
淫
行
」
を
「
さ
せ
る
行
為
」
の
区
分
が
困
難
と
な
り
う
る
。
そ
こ
で
、
行
為
者

自
身
を
相
手
方
と
し
た
「
淫
行
」
を
「
さ
せ
る
行
為
」
に
い
う
「
淫
行
」
に
含
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
一
定
の
限
定
を
付
す
必
要
が
あ
る
の

で
あ
る）16
（

。

　

本
件
第
一
審
は
、
児
童
福
祉
法
三
四
条
一
項
六
号
に
い
う
「
淫
行
」
を
「
さ
せ
る
行
為
」
に
は
、「
行
為
者
を
相
手
方
と
し
て
淫
行
を
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さ
せ
る
場
合
を
も
含
む
も
の
と
解
す
べ
き
も
の
の
、
単
に
児
童
と
淫
行
し
た
に
過
ぎ
な
い
者
が
同
号
に
該
当
す
る
と
す
べ
き
で
は
な
」
い

と
し
、
通
常
の
淫
行
に
伴
う
よ
う
な
行
為
に
つ
い
て
は
「
さ
せ
る
行
為
」
に
は
含
ま
な
い
と
す
る
。
そ
の
上
で
、「
事
実
上
の
影
響
力
」

の
有
無
を
「
さ
せ
る
行
為
」
の
判
断
基
準
と
し
、「
被
害
児
童
が
通
学
す
る
高
校
に
お
い
て
、
講
師
と
い
う
立
場
で
被
害
児
童
を
含
む
生

徒
ら
を
指
導
す
べ
き
立
場
に
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
一
般
に
講
師
を
含
む
教
師
は
、
思
慮
分
別
を
有
す
る
社
会
人
と
し
て
、
生
徒
か
ら
無
条
件

の
信
頼
を
得
な
が
ら
、
学
業
の
み
な
ら
ず
生
活
全
般
等
に
関
し
て
、
全
人
格
的
な
教
育
指
導
を
行
う
こ
と
で
、
生
徒
の
健
全
な
成
長
を
図

り
、
相
互
信
頼
関
係
を
維
持
育
成
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
、
相
当
な
影
響
力
を
有
す
る
こ
と
は
明
ら
か
」
と
し
て
、「
さ
せ
る
行
為
」
類

型
を
限
定
す
る
。
こ
こ
で
は
、
被
告
人
の
地
位
、
児
童
と
の
関
係
性
な
ど
を
判
断
要
素
と
し
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
。
こ
の
点
で
、
第

一
審
は
一
応
の
判
断
基
準
を
示
し
て
い
る
と
い
い
う
る
が
、
判
断
基
準
の
詳
細
に
関
し
て
は
な
お
も
明
確
で
あ
る
と
は
い
い
が
た
い
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
、
本
件
最
高
裁
は
、「
淫
行
」
を
「
さ
せ
る
行
為
」
に
当
た
る
か
否
か
は
、「
行
為
者
と
児
童
の
関
係
、
助
長
・
促
進
行

為
の
内
容
及
び
児
童
の
意
思
決
定
に
対
す
る
影
響
の
程
度
、
淫
行
の
内
容
及
び
淫
行
に
至
る
動
機
・
経
緯
、
児
童
の
年
齢
、
そ
の
他
当
該

児
童
の
置
か
れ
て
い
た
具
体
的
状
況
」
を
「
事
実
上
の
影
響
力
」
の
影
響
力
の
有
無
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
提
示
し
、
被
告
人

と
児
童
の
関
係
性
の
み
な
ら
ず
、
上
記
の
具
体
的
状
況
に
お
け
る
判
断
要
素
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
上
述
の
と
お
り
、
最
高
裁

が
「
さ
せ
る
行
為
」
を
基
礎
づ
け
る
「
事
実
上
の
影
響
力
」
の
判
断
要
素
を
明
ら
か
に
し
た
の
は
本
件
が
初
め
て
で
あ
る
。
本
件
の
基
準

に
従
え
ば
、
被
告
人
の
地
位
お
よ
び
被
害
者
と
の
身
分
関
係
、
交
際
の
経
緯
と
動
機
、
被
告
人
が
成
人
女
性
と
交
際
関
係
に
あ
っ
た
等
と

い
っ
た
具
体
的
な
状
況
を
考
慮
す
れ
ば
、
本
件
二
度
の
性
交
は
「
淫
行
」
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
当
該
「
淫
行
」
を
被
害
児
童
に
さ
せ

た
行
為
は
、「
事
実
上
の
影
響
力
」
を
も
っ
て
「
性
交
を
さ
せ
る
行
為
」
で
あ
る
と
す
る
本
件
判
断
は
妥
当
で
あ
る
。
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四　

本
件
の
意
義

　

本
件
は
、
児
童
福
祉
法
三
四
条
一
項
六
号
の
「
淫
行
」
を
さ
せ
る
行
為
に
つ
い
て
、
第
一
に
「
淫
行
」
の
定
義
を
明
ら
か
に
し
、
か
つ

「
淫
行
」
を
「
さ
せ
る
」
と
い
う
文
言
の
意
味
に
つ
い
て
、
総
合
判
断
を
行
う
際
の
要
素
に
つ
い
て
明
確
化
し
た
も
の
と
し
て
意
義
が
あ

る
。「
淫
行
」
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
本
件
は
、「
性
道
徳
上
非
難
す
る
に
値
す
る
男
女
間
の
性
交
ま
た
は
こ
れ
に
準
ず
べ
き
性
交
類
似
行

為
」
と
の
定
義
を
採
用
せ
ず
、「
単
に
自
己
の
性
的
欲
望
を
満
足
さ
せ
る
た
め
の
対
象
と
し
て
扱
っ
て
い
る
と
し
か
認
め
ら
れ
な
い
よ
う

な
者
を
相
手
と
す
る
性
交
」
と
い
う
「
反
道
徳
性
」
を
除
外
し
た
定
義
を
採
用
し
て
い
る
。「
性
道
徳
」
と
は
そ
の
内
容
が
不
明
確
で
あ

る
上
、
児
童
福
祉
法
は
「
性
道
徳
」
と
い
っ
た
社
会
的
法
益
を
守
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
児
童
の
「
健
全
な
成
長
」
と

い
う
被
害
児
童
の
個
人
的
法
益
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
「
健
全
な
成
長
」
を
阻
害
す
る
侵
害
行
為
か
ら

児
童
を
直
接
的
に
保
護
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
児
童
へ
の
直
接
的
侵
害
性
に
着
目
し
「
淫
行
」
お
よ
び
「
さ
せ
る
行
為
」
は
定

義
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、「
性
道
徳
」
を
定
義
か
ら
除
外
し
、
具
体
的
な
基
準
を
明
示
し
た
本
件
判
断
は
正
当
で
あ
る
。
な
お
、「
淫

行
さ
せ
る
行
為
」
の
判
断
は
今
後
も
具
体
的
状
況
下
に
お
け
る
事
例
判
断
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
本
件
は
、「
事
実
上
の
影
響
力
」

に
つ
い
て
判
断
基
準
を
明
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
今
後
の
同
種
事
案
の
判
断
に
お
い
て
参
考
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。

（
1
）　

な
お
、
本
件
評
釈
と
し
て
、
豊
田
兼
彦
「
判
批
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
七
四
一
号
一
一
五
頁
、
上
原
龍
「
判
批
」
警
察
学
論
集
六
九
巻
一
〇
号
一
六

二
頁
、
栗
原
一
紘
「
判
批
」
警
察
公
論
七
一
巻
一
〇
号
八
七
頁
、
松
本
朗
「
判
批
」
研
修
八
二
〇
号
一
五
頁
、
石
井
徹
哉
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト

臨
時
増
刊
（
平
成
二
八
年
度
重
要
判
例
解
説
）
一
五
〇
五
号
一
八
二
頁
、
嘉
門
優
「
判
批
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
五
一
号
一
二
五
頁
、
永
井
善
之

「
判
批
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
（
新
判
例W

atch

）
二
一
号
一
八
五
頁
、
佐
野
文
彦
「
判
批
」
論
究
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
二
号
二
二
九
頁
。

（
2
）　

小
泉
裕
康
「
児
童
福
祉
法
」
平
野
龍
一
他
編
『
注
釈
特
別
刑
法
⑺
風
俗
・
軽
犯
罪
編
（
第
二
版
）』（
青
林
書
院
、
一
九
八
八
）
三
六
頁
。



刑
事
判
例
研
究 

⑴
（
髙
良
）

一
八
九

（
3
）　

小
泉
・
前
掲
注（
2
）三
四
頁
。

（
4
）　
「
淫
行
」
に
は
性
交
類
似
行
為
を
含
ま
な
い
と
す
る
見
解
と
し
て
は
、
西
田
典
之
「
判
批
」
四
四
巻
一
二
号
一
二
三
頁
。

（
5
）　

栗
原
・
前
掲
注（
1
）九
二
頁
。

（
6
）　

最
判
昭
和
六
〇
年
は
、
福
岡
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
一
〇
条
一
項
の
趣
旨
を
「
一
般
に
青
少
年
が
、
そ
の
心
身
の
未
成
熟
や
発
育
程
度
の
不

均
衡
か
ら
、
精
神
的
に
未
だ
十
分
に
安
定
し
て
い
な
い
た
め
、
性
行
為
等
に
よ
つ
て
精
神
的
な
痛
手
を
受
け
易
く
、
ま
た
、
そ
の
痛
手
か
ら
の
回

復
が
困
難
と
な
り
が
ち
で
あ
る
等
の
事
情
に
か
ん
が
み
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
図
る
た
め
、
青
少
年
を
対
象
と
し
て
な
さ
れ
る
性
行
為
等
の

う
ち
、
そ
の
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
と
し
て
社
会
通
念
上
非
難
を
受
け
る
べ
き
性
質
の
も
の
を
禁
止
す
る
こ
と
と
し
た
も
の
」
で

あ
る
と
す
る
。

（
7
）　

本
件
上
告
趣
意
は
最
判
昭
和
六
〇
年
を
引
用
し
、「
淫
行
」
の
構
成
要
件
の
不
明
確
性
を
指
摘
す
る
。
こ
の
点
、
最
判
昭
和
六
〇
年
は
、「
淫
行
」

の
定
義
に
つ
い
て
、「
淫
行
」
を
広
く
青
少
年
に
対
す
る
性
行
為
一
般
を
指
す
も
の
と
解
す
る
と
き
は
、「「
淫
ら
な
」
性
行
為
を
指
す
「
淫
行
」

の
用
語
自
体
の
意
義
に
添
わ
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
た
と
え
ば
婚
約
中
の
青
少
年
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
真

な
交
際
関
係
に
あ
る
青
少
年
と
の
間

で
行
わ
れ
る
性
行
為
等
、
社
会
通
念
上
お
よ
そ
処
罰
の
対
象
と
し
て
考
え
難
い
も
の
を
含
む
こ
と
と
な
つ
て
、
そ
の
解
釈
は
広
き
に
失
す
る
」
点
、

「
淫
行
を
単
に
反
倫
理
的
あ
る
い
は
不
純
な
性
行
為
と
解
す
る
の
で
は
、
犯
罪
の
構
成
要
件
と
し
て
不
明
確
で
あ
る
と
の
批
判
を
免
れ
な
い
」
点

指
摘
す
る
。

（
8
）　

こ
の
点
、
石
井
・
前
掲
注（
1
）一
八
三
頁
、
永
井
・
前
掲
注（
1
）一
八
七
頁
に
同
旨
。
な
お
、
豊
田
・
前
掲
注（
1
）一
一
五
頁
は
、
第
一
審
が

「
さ
せ
る
行
為
」
の
判
断
に
つ
い
て
、
影
響
力
の
行
使
に
当
た
る
事
実
を
記
載
し
な
か
っ
た
第
一
審
を
許
容
し
た
原
審
判
断
に
つ
い
て
の
理
由
不

備
を
理
由
に
、「
結
論
に
お
い
て
相
当
」
と
の
判
断
を
し
た
と
す
る
。

（
9
）　

最
判
昭
和
六
〇
年
は
こ
れ
ら
の
諸
事
情
を
判
断
規
定
に
お
く
。
な
お
、
本
件
第
一
審
に
お
い
て
は
、
同
様
の
要
素
を
「
性
道
徳
性
」
の
判
断
に

用
い
て
い
る
。

（
10
）　

最
判
昭
和
六
〇
年
で
問
題
と
な
っ
た
福
岡
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
に
お
い
て
は
、「
淫
行
」
そ
の
も
の
が
実
行
行
為
で
あ
る
が
、
児
童
福
祉

法
三
四
条
一
項
六
号
「
淫
行
を
さ
せ
る
行
為
」
に
お
い
て
は
「
淫
行
」
は
「
さ
せ
る
行
為
」
と
い
う
実
行
行
為
の
結
果
で
し
か
な
く
、
両
者
は

「
淫
行
」
と
い
う
概
念
に
お
い
て
共
通
性
が
あ
る
が
、
処
罰
対
象
は
異
な
る
。
石
井
・
前
掲
注（
1
）一
八
三
頁
参
照
。

（
11
）　

な
お
、
立
法
時
に
は
児
童
福
祉
法
の
目
的
と
し
て
売
春
の
防
止
も
想
定
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
第
一
回
国
会
衆
議
院
厚
生
委
員
会
議
事
録
二



一
九
〇

〇
号
一
九
四
七
年
一
〇
月
六
日
（
米
澤
常
道
）
な
ど
。

（
12
）　

た
と
え
ば
、
最
判
昭
和
三
〇
年
一
二
月
二
六
日
刑
集
九
巻
一
四
号
三
〇
一
八
頁
は
、
自
己
の
住
所
で
軽
飲
食
店
を
経
営
す
る
者
が
、
満
一
七
歳

の
住
込
女
中
と
客
に
数
回
に
わ
た
り
自
宅
の
一
室
を
提
供
し
同
女
を
し
て
そ
こ
で
数
名
の
客
に
売
淫
を
さ
せ
た
事
案
に
つ
き
、
た
と
え
売
春
が
児

童
の
意
思
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
買
春
行
為
を
あ
っ
せ
ん
し
た
行
為
に
つ
き
、
児
童
福
祉
法
三
四
条
一
項
六
号
の
成
立
を
認
め
て

い
る
。

（
13
）　

内
田
文
昭
「
判
批
」
研
修
三
八
四
号
三
頁
参
照
。

（
14
）　

小
泉
・
前
掲
注（
2
）三
九
頁
。
た
だ
し
、
立
法
を
担
当
し
て
い
た
厚
生
省
は
、
か
つ
て
行
為
者
自
身
を
「
淫
行
」
の
相
手
方
と
す
る
類
型
に
つ

い
て
は
消
極
的
な
立
場
で
あ
っ
た
が
（
厚
生
省
児
童
家
庭
局
編
『
改
定
・
児
童
福
祉
法
の
解
説
』（
厚
生
省
、
一
九
九
一
）
二
三
五
頁
）、
現
在
は

判
例
と
同
様
の
見
解
に
立
つ
と
思
わ
れ
る
。
児
童
福
祉
法
規
研
究
会
編
『
最
新
・
児
童
福
祉
法
の
解
説
』（
厚
生
省
、
一
九
九
九
）
二
六
五
頁
参

照
。

（
15
）　

こ
の
点
、
高
橋
省
吾
「
判
解
」『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
（
平
成
一
〇
年
度
）』（
法
曹
会
、
二
〇
〇
一
）
一
八
二
頁
。

（
16
）　

こ
の
点
、
鎮
目
征
樹
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
一
〇
号
二
一
九
頁
は
、
児
童
の
行
為
者
と
の
間
に
「
雇
用
関
係
、
身
分
関
係
、
親
子
関
係
に

基
づ
く
優
越
的
地
位
あ
る
い
は
児
童
の
困
窮
状
態
な
ど
に
よ
っ
て
、
児
童
に
対
し
て
あ
る
程
度
支
配
的
・
強
制
的
な
関
係
が
成
立
し
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
。

（
日
本
比
較
法
研
究
所
嘱
託
研
究
所
員
）


